
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県障がい者支援課 

１２ 自立支援医療（更生医療） 

令和７年度 
市町村障がい保健福祉担当者研修会資料 



1 更生医療の基本事項  
 

１）定義 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第５条第２２項) 
 

障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会

生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。 
 

 

２）更生医療の対象者 
 

 

身体障害者手帳を有している１８歳以上の者 
             （１８歳未満については育成医療） 

 

 

３）対象となる医療  
 

① 当該障害（身体障害者手帳に記載されている障害原因と因果関係があるもの）に 

対し確実なる治療効果が期待されるものに限られます。 
 

② 他の法令等に基づく他の趣旨の医療により治療される部分については、対象になりません。 
 

③ 内臓の障害によるものについては手術により障害の除去又は軽減が見込まれるものに限

られます。ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法・じん移植術後の抗免疫療法・

小腸機能障害に対する中心静脈栄養法・心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法及び

肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても

対象となります。 

 
 

《更生医療の対象となる医療の参考例》 
 

    障害区分等         医 療 等 の 例 

   肢体不自由  人工関節置換術・骨切り術など 

   視 覚 障 害  角膜移植術・水晶体摘出術など  

   聴 覚 障 害  人工内耳埋込み術・鼓室形成術など 

音声、言語、そしゃく

機能障害 

 顎口蓋形成術など  

 

内

 

臓

 

障

 

害 

  

じん臓機能障害 

 

 人工透析療法・腹膜透析（CAPD） 

シャント作成術、じん移植術 

じん移植後の抗免疫療法など 

 心臓機能障害 

要手術 

 弁置換術・経皮的冠動脈形成術 

ペースメーカ植込み術 など 

 小腸機能障害  中心静脈栄養法など 

肝臓機能障害 肝移植術・肝移植術後の抗免疫療法 

   免疫機能障害  抗HIV療法・免疫調整療法 

  訪 問 看 護 腹膜透析の管理・指導、中心静脈栄養の管

理・指導、ストマの装着状況の指導など 

左の表はあくまで参考

です。医療等の例に該当

するからといって、必ず

しも更生医療の対象に

なるわけではありませ

ん。障がいとの関連性や

個々の状況に応じて給

付の対象になるかどう

か、専門医が判定し、給

付の可否が決まります。

また、医療内容は同じで

あっても個々のケース

により更生医療の対象

となるかどうか異なる

ため、適応の可否につい

て事前の回答はできま

せん。 

 

 



４）支給対象となる更生医療の内容 
 

   ①診察           ②薬剤または治療材料の支給      ③医学的処置、手術及び 

                              その他の治療並びに施術 

 

 

                               

                    

（治療材料は医療保険適用の 

最小限の治療用材料及び     （施術はマッサージのみ） 

治療用装具に限る）              

 

 ④居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話、その他の看護－訪問看護 

 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護 

 

 ⑥移送－緊急やむを得ない理由で医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院さ

せた場合で、医療保険により給付を受けることができない者の移送に

限る。また、家族が行った移送等の経費は認められない。 

 

 

５）給付手続きの流れ（熊本市内居住者に対する給付を除く） 

 

 
⑪ 審   査 

                                   

診療報酬審査委員会                       熊本県知事 

⑫ 決定通知 

 

⑧   ⑬           ⑨       ⑩                  支     ⑭ 

診  支               概      概                払     審 

療  払                   算        算          委     査      

報  い                     請       支        託     済 

酬                           求         払      の       明 

請                                                        委       細     

求                                                             任       書 

     ⑤ 受給者証提示  

                                   ① 申 請                            

              ⑥ 診     察              

医療機関                         申 請 者    ④ 受給者証交付     市 町 村 

                        

          ⑦ 自己負担金支払い 

③ 判定   ② 判定依頼 

                                                                      

                                                 熊本県福祉総合相談所) 



「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等から対象となる者

[更生・育成 ]  腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害 (心臓移植後の抗免疫療法に限る ) ・肝臓の機能障害 (肝臓移植後の抗免疫療法に限る )の者
[精神通院 ]    ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害（依存症等）の者

②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者

○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院 ] 医療保険の多数回該当の者

負担上限月額の経過的特例措置 ※上記の太枠部分

育成医療の中間所得１，２及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和６年３月３１日までの経過的特例措置

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

一定所得以上

中 間 所得 ２

中 間 所得 １

低 所 得 ２

低 所 得 １

生 活 保 護

① 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて１月当たりの負担上限額を設定。（月額総医療費の１割がこれに満たない場合は１割）
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない（重度かつ継続）者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。

市町村民税非課税（低所得１を除く）

市町村民税非課税（本人又は障害児の保護者の年収80万円以下)

生活保護世帯

市町村民税 33,000円未満（年収約290～400万円未満）

市町村民税 33,000円以上235,000円未満（年収：約400～833万円未満）

市町村民税 235,000円以上（年収約833万円以上）

０円

２，５００円

５，０００円

５，０００円 ５，０００円

１０，０００円 １０，０００円

２０，０００円対 象 外 対 象 外

更生医療・
精神通院医療

育成医療 重度かつ継続

総医療費の１割
又は高額療養費
（医療保険）の
自己負担限度額

所得区分（医療保険の世帯単位）

【自己負担上限月額】

医療保険（７割） 自立支援医療費
（月額医療費－医療保険－患者負担）

患者負担
（１割又は負担上限額）

【月額医療費の負担イメージ】 ＊医療保険加入者（生活保護世帯を除く）

＊年収については、夫婦＋障害者である子の３人世帯の粗い試算





○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条

第一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわ

たり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの 

(平成十八年三月二十八日) 

(厚生労働省告示第百五十八号) 

障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第三十五条第一項第一号の規定に基づ

き、障害者自立支援法施行令第三十五条第一項第一号の支給認定に係る自立支援医療につ

いて費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が

定めるものを次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十五条第

一号の支給認定に係る自立支援医療について費用が高額な治療を長期間にわたり継

続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるもの 

(平二四厚労告二〇五・平二五厚労告六・改称) 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令

第十号。以下「令」という。)第三十五条第一号の支給認定に係る自立支援医療について

費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定め

るものは、次の各号に掲げる者とする。 

一 指定自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に規定する指定自

立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月に、支給認定(法第五十二条第一項に規定す

る支給認定をいう。)に係る障害者又は障害児及び支給認定基準世帯員(令第二十九条第

一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)に対し、指定自立支援医療のあった月以

前の十二月以内に高額療養費多数回該当の場合(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二

百四十三号)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)、国家公務員共済組

合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令

第三百六十二号)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)

又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の規定(他

の法令によって準用する場合を含む。)による高額療養費多数回該当の場合をいう。)に

該当すべき者 

 

 

 

 

 

 

 



二 自立支援医療の種類ごとに次の表に掲げる者 

育成医療(令第一条第一

号に規定する育成医療を

いう。)及び更生医療(同

条第二号に規定する更生

医療をいう。) 

心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓

機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗

免疫療法に限る。)又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能障害を有する者 

精神通院医療(令第一条

第三号に規定する精神通

院医療をいう。) 

疾病及び関連保健問題の国際統計分類(世界保健機関が世

界保健機関憲章(昭和二十六年条約第一号)第二条(s)及び

(t)に基づき作成する分類をいう。)の第五章中 F0、F1、

F2若しくは F3に分類される者若しくは第六章中 G40に分

類される者又は三年以上の精神医療の経験を有する医師

により、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示

すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療

(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。)を継続的

に要すると判断された者 

 

改正文 (平成二〇年三月三一日厚生労働省告示第一六一号) 抄 

平成二十年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二三二号) 抄 

平成二十一年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二二年一月一四日厚生労働省告示第一号) 抄 

平成二十二年四月一日から適用する。 

改正文 (平成二五年一月一八日厚生労働省告示第六号) 抄 

平成二十五年四月一日から適用する。 

 



自立支援医療（更生医療）における「世帯」について  

基本形＝医療保険単位による「世帯」 
 

○  「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族によって範囲を設定する。 

○  医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱う。 
 

 

 

 

＜左図の例＞ 

○  健康保険に加入するＡ氏とＢ氏からなる「世帯」と、国民健康保険に加入する

Ｃ氏からなる「世帯」に２分される。 

○  税制上はＣ氏がＢ氏を扶養親族としている場合であっても、医療保険の加入関

係が異なるので、Ｃ氏とＢ氏は別の「世帯」。 
 

 

選択肢 
 

 同じ「世帯」内の誰もが、税制上も医療保険上も障害者本人を扶養しないこととした場合には、障害者本人とその配偶者の所得によって

判断することを選択可能 
 

 







 
 

























































障がい第３７５号  

平成２７年６月１０日  

 

 

各市町村 障害福祉所管課長  様 

 

 

熊本県健康福祉部 

子ども・障がい福祉局障がい者支援課長 

 

 

自立支援医療費受給者証（更生医療）の記載について 

このことについて、「自立支援医療費（更生医療）支給認定実施要綱 第５ 支

給認定 ３更生医療の提供に関する具体的方針は、判定書に基づき、受給者証

裏面に詳細に記入すること。」と定められていますが、免疫機能障害の患者から

障害名等を人目に触れないように改善して欲しいとの要望がありました。 

「免疫機能障害」については、免疫機能障害の患者であることが直接の関係

者以外に分からないように、受給者証の「公費負担対象となる障害」及び「医

療の具体的方針」の欄については当該事項を明記をしないよう御配慮をお願い

します。 

また、医療機関へ通知する決定通知書については、「公費負担対象となる障害」

及び「医療の具体的方法」を記載し、医療機関の更生医療担当職員あてに親展

及び書留で送付をお願いします。 

 

 

【担当】 

総務班 吉田 

℡ 096-333-2250 


